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タイトル カスタマーハラスメント防止対策協議会の開催

担 当 経済産業部 就業支援局 労働雇用政策課

連絡先 労働政策班 渡邉 TEL 054-221-2334

｢静岡県カスタマーハラスメント防止対策協議会｣の開催

（要旨）

県では、近年顧客等からの著しい迷惑行為（カスタマーハラスメント）が社会問題化し

ていることを受け、静岡県におけるカスタマーハラスメント防止対策について、学識経験

者や経済団体、労働者団体、消費者団体等の意見を幅広く取り入れながら総合的に推進し

ていくため、今年度新たに静岡県カスタマーハラスメント防止対策協議会を設置しました。

第１回目の協議会は、カスタマーハラスメントの現状や本県における対応策を議論する

ため、以下のとおり開催します。

１ 日時

令和７年３月24日（月）午後２時から午後３時30分まで

２ 場所

県庁別館８階第一会議室Ａ･Ｂ･Ｃ（静岡市葵区追手町９－６）

３ 出席者

学識経験者、経済団体、労働者団体、消費者団体等の機関で構成される協議会委員 ほ

か

４ 内 容

(1) カスタマーハラスメントの現状

(2) 本県におけるカスタマーハラスメント防止対策

(3) その他

５ 会議の公開

(1) 傍聴定員 ５名

(2) 傍聴手続

会議の傍聴を希望される方は、当日午後１時55分までに、受付で氏名、住所を記載し、

事務局の指示に従って会場に入室してください。傍聴の受付は、午後１時45分から先着

順で行い、定員になり次第、受付を終了します。

(3) 取材

会議の取材を希望される方は、直接、会場にお越しください。

６ 問い合わせ先

静岡県経済産業部就業支援局労働雇用政策課労働政策班

電話番号：054-221-2334 E-mail：roudou-koyou@pref.shizuoka.lg.jp






